
 漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 58条において読み替えて準用する同法第 42条第１項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、青森県漁業調整規則（令和２年青森県規則第 59号。以下

「規則」という。）第４条第１項第 16号に掲げる小型定置漁業につき、規則第 11条第１項各号に掲げる制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間等を次のように定める。 

 

  令和３年７月 19日 

青森県知事 三村 申吾     

 

１ 許可又は起業の認可をすべき漁業者の数その他の制限措置 

漁業種類 許可又は起業の

認可をすべき 

漁業者の数 

推進機関の 

馬力数 

操業区域 漁業時期 漁業を営む者の資格 許可又は起業の認可を 

申請すべき期間 

備考 

小型定置漁業 １人 定めなし 次の点ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ４直線によって囲ま

れた区域 

ア ４０°４４′１８．０５７″Ｎ １４１°２６′２５．０８５″Ｅ 

イ ４０°４４′２１．６６３″Ｎ １４１°２７′１８．４７３″Ｅ 

ウ ４０°４３′５５．５２７″Ｎ １４１°２７′２１．４６４″Ｅ 

エ ４０°４３′５１．４６１″Ｎ １４１°２６′３３．９８２″Ｅ 

 

９月１日から翌年

８月 31日まで 

東共第 14号共同漁業権の 

組合員行使権者 

令和３年７月 19日から 

令和３年８月 16日まで 

１ 許可の有効期間は、令和３年９月１日から令和４年８

月 31日までとする。 

２ 次に掲げる内容の条件を付けることがある。 

（１）許可区域内に敷設する漁具の数は、１ヶ統とするこ

と 

（２）さけ再生産用親魚の確保のため、知事が操業の停止

又は親魚の提供を指示した場合は、これに従うこと 

（３）許可期間中、知事が、敷設している漁具の引揚げを

指示した場合は、これに従うこと 

 

１人 次の点ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ４直線によって囲ま

れた区域 

ア ４０°４７′１２．５３９″Ｎ １４１°２５′３２．９９８″Ｅ 

イ ４０°４７′１４．８６０″Ｎ １４１°２６′２５．２６４″Ｅ 

ウ ４０°４６′４９．６７２″Ｎ １４１°２６′２７．８５９″Ｅ 

エ ４０°４６′４５．７７２″Ｎ １４１°２５′３５．７６２″Ｅ 

 

 


